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海外経済協力業務実施方針 
(平成17年4月1日～平成20年3月31日)  

 

　国際協力銀行では、平成17年4月1日から平成

20年3月31日までの3年間を対象とする新たな「海

外経済協力業務実施方針」（以下「実施方針」

という。）を定め、本年3月30日外務大臣の承認を

受け、4月1日に公表致しました。 

　実施方針は、国際協力銀行法第26条に基づき、

円借款業務を効果的かつ効率的に実施するため、

ODA大綱やODA中期政策を踏まえ円借款の重点

事項等を定める円借款業務の基本方針です。実

施方針は3年毎に制定し外務大臣の承認を受ける

ことが求められており、平成14年4月に制定・公

表された旧実施方針の適用期間が平成17年3月31

日で終了することから、今般新たに制定したも

のです。この実施方針については、旧実施方針

の下で行われた業務実績について外部有識者の方々

の意見を伺いつつ評価を実施し、更に新実施方

針への意見も頂いて、それらを踏まえて作成し

ました。(旧実施方針の評価結果並びに外部有識

者委員会意見書は本行ホームページに掲載して

おります。)また、円借款業務の基本方針の策定

にあたり国民の意見を反映させることが重要で

あると考え、策定に当たってパブリックコメン

トを募集し、多方面から頂いたコメントを極力、

この実施方針に反映しました。国際協力銀行は、

この実施方針に基づき今後とも円借款業務を効

果的かつ効率的に実施していきます。 
 

 

 

 

（注）この資料は、一般の方に実施方針をよりよくご理解頂くため、本文
に用語解説や写真等を付け加えたものです。 

実施方針のポイント 
 

 

1.円借款の意義･役割 
(1)ODAの必要性：ODA大綱やミレニアム開発目標

(MDGs)等と関連づけて説明。 

(2)円借款の有効性：最近の理論的サーベイも含めて説明。 

(3)インフラ支援の意義：インフラとMDGsとの関係等を

説明。 

(4)円借款の多様性：昨今の円借款による多様な取組

(HIV/AIDSへの取組、世界遺産、貧困削減支援借款等)

を説明。 

 

2.基本的方向 
円借款の基本的なビジネスモデルを示すもの。 

(1)開発成果重視の取組：貧困削減といった開発成果を重

視した取組にあたり、国別の視点の強化、政策･制度

改善への貢献、援助協調･連携の強化、案件監理の充実、

評価の充実につき言及。開発成果重視にあたっての留

意点(円借款は相手国資金の一部である点、開発成果発

現までのリードタイムがある点等)も併記。 

(2)中長期的な取組：開発自体が時間を要するものである

ため、中長期的視野を踏まえた案件形成･案件監理の

重要性を説明。 

(3)開かれた円借款への取組：円滑かつ適正な業務運営を

行い、開発成果を向上させる手段としての「開かれた

円借款」（情報公開、評価、開発教育、広報(特に現地

広報)等）を重視する旨説明。 

 

3.重点分野 
(1)貧困削減への支援：MDGsへの貢献とインフラの役割

を主に記述。 

(2)持続的成長に向けた基盤整備：持続的な貧困削減には

持続的成長が不可欠であることを説明。インフラ整備

と官民パートナーシップ(PPP)の関係、格差の是正等

につき言及。 

(3)地球規模問題･平和構築への支援：地球環境問題(特に

地球温暖化や京都議定書の要請、環境問題全般)への取

組、災害(スマトラ島沖地震･インド洋津波災害を含む)

予防・復旧・復興、平和構築、世界遺産保全等を説明。 

(4)人材育成への支援：人材育成は、上記3つの重点分野

の土台となるもの。今後は教育を通じた人材育成だけ
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でなく、円借款事業を通じた様々な能力開発（キャパ

シティ･デベロップメント）も重視。 

 

4.重点地域及び地域･国別方針 
(1)地域別方針：大きく、①アジア(東アジア･東南アジア、

南西アジア、中央アジア･コーカサス)、②中近東･ア

フリカ･中南米･欧州の二つに分類。ODA大綱を踏ま

えアジアが重点地域。 

(2)国別方針：旧実施方針に記述されていた14カ国に加

えて、新たな援助ニーズを踏まえ、ラオス、カンボジ

ア、エジプトの3カ国を追加。 

 

5.配慮すべき事項 
(1)政策･制度改善への取組と現地機能の強化：各国の多

様性を踏まえつつ、①国別･セクター別分析の充実、

政策対話の推進、②セクター政策･制度の改善、③

SAF等の活用、④調達監理や債務管理等の事業実施・

運営能力の強化等。また、現地ODAタスクフォース

への対応等、現地機能の強化。 

(2)評価の充実：定量的な指標を活用した事前から事後ま

での一貫した評価等。 

(3)環境社会配慮･男女共同参画：環境ガイドライン(環境

審査結果の公表等)、男女共同参画の視点の重視等。 

(4)債務状況への取組：債務自体が問題なのではなく、債

務を生産的に利用し、将来的な成長によって債務を返

済するという視点。ポストHIPCs支援の検討。債務管

理能力向上の支援等。 

(5)開発パートナーシップ：①相手国(政府関係者、民間

部門、市民社会等)、②国内(JICA、民間部門(コンサ

ルタントを含む)、JETRO、NGO･大学･地方自治体等)、

③国際社会(国際金融機関、国連機関、二国間援助機

関等)の関係者とのパートナーシップによる有効性の

向上と、外部リソースの活用による効率化。 

(6)国民の理解･広報の強化：①国内広報、②現地広報、

③開発教育･インターンシップ等。 

(7)適正な業務運営：①実施方針の評価･モニタリング、

②適正な調達、③適正な案件監理、④援助関係者の安

全確保。 

(8)財務リスク等への配慮：信用リスク・金利リスクへの

対応。 
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我が国は世界の主要国として国際社会の平和と
安全の維持に大きな責務を有し、また、資源･エネ
ルギー、食料等を海外に依存しており、国際社会の
安定と持続的発展は我が国の安全と繁栄の確保に
とっても極めて重要な課題です。
特に、グローバル化が進む中で生じている格差

の拡大等の問題、極度の貧困等の人道的問題及び
環境や感染症等の地球的規模の問題への対応、並
びに紛争予防･平和構築及び民主化･人権保障の促
進により、開発途上国（参考1）がグローバル化の中
で健全な成長と発展を遂げ、開発途上国の人々が
健康で文化的な生活を営めることが、国際社会の
平和と発展を確保する上で不可欠となっています。
我が国は、円借款を始めとする政府開発援助

(ODA)を積極的に活用し、今後ともこうした問題に
率先して取り組むこととしていますが、かかる取組
は、貧困削減やミレニアム開発目標（MDGs：
Millennium Development Goals）（参考2）達成等
への貢献を通じた国際社会からの共感と信頼の獲
得、開発途上国の混乱･紛争防止等を通じた我が
国自身の安全保障環境の改善、開発途上国との関
係緊密化等の様々な形で我が国の安全と繁栄の確
保に貢献することにより、我が国国民の利益を増進
させるものです。こうした状況を踏まえ、ODA大綱2

では、我が国ODAの目的を、「国際社会の平和と発
展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の
確保に資すること」と位置付けているところであり、
国際協力銀行としても、円借款を中心とする海外経
済協力業務の効果的効率的な遂行を通じて、かか
る目的の達成に努めてまいります。

1 政府開発援助(ODA：Official Development Assistance)。国際的なODAの定義と
しては、1)政府または政府機関によって供与されるものであること、2)開発途
上国の経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的としていること、
3)資金協力については、その供与条件が譲許的(グラント･エレメントが25％以
上)であること、の3要件を備えたものとされる。

2 平成15年8月29日閣議決定されたもの(平成4年に閣議決定されたものを改定し
たもの)で、我が国の援助政策の根幹をなすもの。

（参考1）開発途上国の状況

開発途上国で暮らす人々は、合計約52億人で、地球
の全人口約61億人のおよそ86％にものぼります*1。
他方で、1日あたり1ドル未満で生活する人々は約
11億人にものぼります(参考3)。また、開発途上国
では、100人あたり22人の人が安全な水を使えない
状況*2にあり、中学校に進める子供は全体の6割未
満*3となっています。さらに、開発途上国の人々が
使える電気の量の平均は、先進国の約10分の1*4で
あり、未電化の地域も多数あります。
*1 国際連合｢World Population Prospects: The 2002 Revision Database｣
*2 UNICEF(国連児童基金)｢2001年世界子ども白書｣
*3 UNESCO(国連教育科学文化機関)
*4 総務省統計局

（参考2）ミレニアム開発目標

2000年9月の国連ミレニアム･サミットにおいて採
択された国連ミレニアム宣言と、1990年代の主要
国際会議等で採択された国際開発目標とが統合さ
れたもの。具体的には、貧困削減、保健衛生、教
育等の分野において、以下のとおり、2015年まで
に達成すべき数値目標を掲げています。
目標1：極度の貧困と飢餓の撲滅（貧困人口割

合を半減）
目標2：普遍的初等教育の達成（全児童が初等

教育を修了）
目標3：ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

（全ての教育レベルにおいて男女格差を解消）
目標4：幼児死亡率の削減（乳幼児死亡率を2/3

削減）
目標5：妊産婦の健康の改善（妊産婦死亡率を

3/4削減）
目標6：HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止

（エイズの拡大を食い止め、減少に転じさせる）
目標7：環境の持続可能性の確保（安全な飲料

水を利用できない人口割合を半減）
目標8：開発のためのグローバルなパートナー

シップの推進

1.円借款の意義･役割＜はじめに＞

（1）開発途上国と我が国：ODA1の必要性
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1. 円借款の意義･役割＜はじめに＞

①円借款の意義
円借款は我が国のODAの大きな柱として、開発

途上国の経済社会開発とその経済の安定と成長に
貢献しています。これまで円借款により重点的支
援を行ってきたアジア地域においては、経済社会
開発のための基盤整備を実施し、順調な発展を遂
げてきている国々が多数見られます。なお、開発
途上国における債務問題を契機として借款と贈与
のあり方をめぐる国際的な議論が行われている中、
世界銀行3、アジア開発銀行4や他国の開発援助機関
とも協調しながら、借款の意義についての検討を
進めているところですが、こうした円借款の意義
は、次のとおりにまとめられます。
1）開発途上国の自主性（オーナーシップ）促進：

円借款は、長期・低利の貸付ですが、返済義務
が伴うことから、例えば相手国は円借款事業の
案件選定手続きを厳格にする等、相手国の円借
款事業への自主性を強める効果があります。こ
れは、ODA大綱にも示される「開発途上国の自
主性（オーナーシップ）を尊重」するという意
義にもつながります。

2）ミレニアム開発目標への対応：円借款において
は開発途上国から資金が返済されることから、
我が国としては、少ない国民負担で効率的に援
助を実施することができます。このため、規模
の大きな支援が行いやすく、ミレニアム開発目
標の達成に資する開発途上国の経済成長・環境
改善・社会開発等への効果が高い大型事業に対
する支援も行うことができます。

3）持続性への貢献(効果的･効率的な開発投資への

貢献)：円借款の返済義務は、相手国にとっては
投資コストの回収(リカバリー)を図ろうという
インセンティブを持つ契機となります。このこ
とは、相手国が開発事業の持続性を確保しよう
とする努力を促し、ミレニアム開発目標の達成
とその持続性を確保することにもつながるもの

です。
4）依存から自立への橋渡し：開発は経済・社会の
変容を伴う連続したプロセスであり、開発途上
国の開発資金の形態もまた、贈与に依存した形
から譲許的借款の活用、そして民間投資や市場
資金に基づく自立した形へ移行し、最終的には
開発援助からの卒業を遂げることが望まれま
す。円借款は、民間資金では対応できない資金
ニーズを満たすことによって、こうした移行プ
ロセスを支援するという意義があります。なお、
我が国自身が、米国や世界銀行を始めとする国
際社会からの支援・融資を受けながら、戦禍で
疲弊した国土の再建に努力したという歴史もあ
ります。

5）資金の安定性：ドナー側の事情による援助資金
の増減は、開発途上国側の開発への継続した取
組の障害となるという点を踏まえ、国際社会で
は援助資金の安定性や予測可能性を重視する議
論があります。こうした中、円借款は、アジア
諸国を中心として安定的で予測可能性の高い開
発資金として機能してきており、また、アジア
通貨危機等の状況にも、円借款であれば相応の
規模をもって対応でき、国際経済社会の安定に
寄与するという意義があります。

3 世界銀行：World Bank（国際復興開発銀行：International Bank for
Reconstruction and Development：IBRD）。1945 年に設立されたワシントンに
本部を置く国際開発金融機関。現在は国際開発協会（IDA）と共に、貸付、贈
与、プロジェクト調査、債権国会議等、開発途上国への援助のために様々な
活動を行っている｡なお、世界銀行は準商業ベースでの貸付、国際開発協会は
より低利・長期での貸付を行っており、国際復興開発銀行（IBRD）と国際開
発協会（IDA）を総称して世界銀行（World Bank）と呼ばれている｡

4 アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）。アジア・太平洋地域の開
発途上国の経済社会開発を促進することを目的として、1966 年に正式発足し
た、マニラに本部を置く国際開発金融機関｡業務内容は開発資金の融資、融資
保証、投資、資源の活用や相互経済体制の推進あるいは域内貿易拡大に対す
る援助、技術援助など。ADB の業務は財源上、健全な業務運営の原則に沿っ
て行われるため、融資条件は準商業ベースとなっているが、特別業務として
通常の条件より緩和された条件で融資を行っており、ADB 組織下のアジア開
発基金(ADF)と技術援助特別基金がその窓口となっている｡

（2）円借款の意義
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6）我が国と開発途上国との関係強化：円借款は、
我が国と開発途上国との政府間での合意に基づ
き、途上国の開発を効果的に支援することを通
じ、かつ、我が国と途上国との間に資金の貸与、
事業の実施、返済といった長期にわたる関係を
設定するという仕組みとなっています。開発途
上国のオーナーシップを尊重しつつ、長期的な
開発や政策・制度等のガバナンスに建設的に関
与することが必要となることから、開発途上国
との長期的･安定的なパートナーシップを築く
ことができます。

②グローバル化と円借款
グローバル化は、経済規模の拡大や取引費用の

逓減を通じた経済の効率化につながるものですが、
それは公正な貿易や自由貿易協定（FTA）5といった
政策や公共投資によって促進されます。貿易・流
通や投資に係る規制が緩和されたとしても、それ
を支えるインフラストラクチャー（以下、｢インフ
ラ｣という。）や、情報や資金の流れの担い手とな
る人材が不足する場合にはグローバル化の便益は
発現しません。このため、円借款には開発途上国
のインフラ整備や人材育成の支援を通じて、経済
のグローバル化を補完・促進するという役割があ
ります。

他方で、人々が個々のレベルでグローバル化の
便益を世界全体で享受するためには、資産（土地、
資本、労働力）が必要となります。しかし、開発
途上国の貧困層はこうした資産には恵まれていな
いために、グローバル化の便益を享受できない可
能性があります。また、経済危機等のショックに
対しても脆弱となる可能性もあります。このため、
円借款には、貧困層が資本を得られるような支援
（マイクロファイナンスや、雇用創出による現金収
入源の確保） や、優れた人的資本が得られるよう
な支援（保健、衛生、教育等の充実）、経済危機等
への対応（ソーシャル･セーフティ･ネット支援等）
を通じ、貧困層にとって不利な状況を是正すると
いう役割もあります。これに相手国の政策・制度
改善努力（土地制度や税制等）と組み合わせるこ
とで、貧困層がグローバル化の便益を享受できる
ようになります。
一層多くの国々・人々がグローバル化の流れに

参加することで便益を享受できたとしても、地域
間の格差や、格差の顕在化による民族・宗教・文
化間の対立や紛争、感染症等の拡散、環境への負
荷、エネルギー・食料・水資源・人材等の不足等、
グローバル化とそれに伴う社会の急速な変容に起
因する歪みの発生可能性が高くなっています。グ
ローバル化の便益を先進諸国が先行して享受して
いるのに対して、必ずしもグローバル化の十分な
便益を得ていない開発途上国に、グローバル化の
マイナス面に対処する費用をすべて負担させるこ
とは公正ではありません。円借款には、こうした
開発途上国の費用の一部を負担し、貧困層が資本
を得られるような支援や、優れた人的資本を得ら
れるような支援等を通じて、グローバル化の歪み
に対処する役割もあります。

5 自由貿易協定（FTA：Free Trade Agreement）とは、特定の国や地域の間で、
物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とするもの。
経済連携協定(EPA：Economic Partnership Agreement)の主要な内容の一つ。
なおEPAとは、特定の二国間又は複数国間で域内のヒト、モノ、カネの移動
の更なる自由化、円滑化を図るため、水際及び国内の規制の撤廃や各種経済
制度の調和等を行うもの。

インドの町並み
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1. 円借款の意義･役割＜はじめに＞

ンカ･北東部支援）、④世界遺産保全への支援（例：
インド･アジャンタエローラ遺跡保全）といった多様な
取組を行っているところです。

6 ｢人間の安全保障｣は、一人一人の人間を中心に据えて、脅威にさらされ得る、
あるいは現に脅威の下にある個人及び地域社会の保護と能力強化を通じ、各
人が尊厳ある生命を全うできるような社会づくりを目指す考え方。

円借款では、インフラ支援を中核としつつも、最近
の開発ニーズの多様化を踏まえ、①開発途上国の貧
困削減への取組に対する政策的支援(例：ベトナムに
おける貧困削減支援貸付)、②人間の安全保障6への
取組（例：カンボジア･シハヌークビル港改修事業にお
ける周辺住民を含む事業関係者のHIV/エイズ対策へ
の配慮）、③平和構築に向けた復興支援（例：スリラ

（3）インフラストラクチャー支援の意義

円借款のこれまでの特徴の一つは、支援分野とし
て経済･社会インフラ整備を重視してきたことが挙げ
られます。特にインフラ整備については、開発途上
国の経済成長と持続的な貧困削減にとって必要不可
欠な条件であり、近年、こうしたインフラ整備の重要
性がミレニアム開発目標への貢献という点から、国際
社会でも見直されています。
ミレニアム開発目標は、その多くが教育･保健とい
った社会セクターに関する目標となっています。一方
で、例えば、教育･保健サービス等の安定的な提供の
ためには、運輸・通信インフラ整備によるアクセスの
改善が必要となり、医療サービスの質の改善には電
力の供給が不可欠です。また電力の供給は、薪集め
の時間や家事労働の時間を軽減し、子どもが教育を
受ける機会や女性が社会活動を行う機会を拡大する
等、教育・保健サービスや医療サービスの質の改善
に資するインフラ整備でもあります。このため、教
育･保健のサービスの質の改善という観点から、効果
的なインフラ整備を進めることが必要です。
他方で、こうしたサービスが提供されるためには、イ
ンフラ施設が適切に整備・運営されていることが必要
です。特に、インフラは、ネットワークとして効果を拡大
する性格をもつ（ネットワーク・インフラ）ものです。例
えば、電力であれば、発電、送電、配電といったネット
ワーク、運輸であれば、国道、州道、県道といった道

路ネットワーク、幹線・支線の鉄道ネットワーク等であり、
通信であれば、有線･無線による基幹･地域通信ネット
ワーク等、上水であれば、取水、導水、浄水、送水、
配水等から構成されるネットワークとなっています。こ
のため、インフラ施設が適切にネットワークとして運営
され機能することにより、保健医療や教育等の質の向
上につながり、社会サービスがより有効に提供される
ことになります。また、さまざまな分野におけるITの利
用促進は、これら社会サービスの安定的な提供、質の
向上につながります。しかしながら、インフラがネットワ
ークとして機能するためには、施設の建設のみならず、
政策・制度面（適切なインフラ整備計画等）、資金面
（適切な運営･維持管理費用の確保）、技術･組織面
（運営・維持管理の技術や体制等）、環境社会面に係
る計画策定段階から運営･維持管理段階までの様々な
課題を改善･克服する必要があります。また、貧困層
へのインフラ･サービスの提供により社会的サービスへ
のアクセスを高めることへの配慮も必要となります。さ
らに、自然災害が発展の制約要因となっている地域に
おいては、防災インフラの整備が重要となります。
ミレニアム開発目標達成のためには、円借款の供
与を通じて、今後もネットワーク・インフラの適切な整
備･運営を図り、開発途上国の持続的な成長を支え、
同時に貧困層のインフラ･サービスへのアクセスを高
めることで貧困削減を進めることが重要となります。

（4）円借款の多様性
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国際協力銀行は、2004年12月21日、ベトナム社会主義共和国政府との間で、20億円を限度とする
「第3次貧困削減支援借款」の円借款貸付契約に調印しました。本円借款は、世界銀行、アジア開発
銀行等が参加する国際協調による支援の一部を構成するものであり、ベトナムの経済成長と貧困削
減達成のため、同国政府が作成した「包括的貧困削減成長戦略」に基づいた政策・制度改革の実施
を確認し、国際協力銀行からは円借款の貸付を行うことにしています。
本計画において、同国政府に求める政策・制度改革の対象分野の中でも国際協力銀行は特に、同
国のビジネス・投資環境の整備、及び政府支出の効率性改善を重視しています。本事業で求める改革
事項の中に、2003年12月に日本政府と同国政府との間で合意した「競争力強化のための投資環境改善
に関する日越共同イニシアティブ」（日越共同イニシアティブ）の行動計画の一部を取り込んでおり、同
改革事項の実施により、同国のビジネス環境が改善され、外国投資が増加し、ひいては同国の経済成
長が達成されることが期待されます。
また、同国の人口全体に占める貧困層の割合は1993年の58％から2002年には29％まで低下してき
ていますが、非貧困層に分類されている人口であっても、その多くは依然貧困ライン周辺に位置して
います。同国の更なる貧困削減を実現するには、持続的な経済成長を維持しつつ、適切な開発政策
により、格差是正のための措置を強化する必要があります。「包括的貧困削減成長戦略」には格差是
正のための改革も含まれており、本事業の実施は、貧困削減にも貢献するものです。

＜ODA中期政策での記述＞

カンボジアでは、HIV/エイズの感染率
が高く、経済活動の活発化に伴う人の移
動・集中によりHIV/エイズ感染が拡大す
るおそれがあり、その結果、住民や労働
者が更なるHIV/エイズの脅威にさらされ
る可能性がある。 我が国は、有償資金協
力(円借款)により支援したカンボジアのシ
ハヌークビル港改修事業において、人々
をHIV/エイズの脅威から保護し、また自
らを守る能力を強化するためのプログラ

事例：政策的支援(ベトナムにおける貧困削減支援貸付)

事例：HIV/エイズ対策(カンボジア･シハヌークビル港改修事業)

この取組は2005年2月に公表された日本政府によるODA中期政策でも紹介されています。

ムを事業の中に取り込むなど、「人間の安
全保障」の視点を反映させるよう工夫し
た。 具体的には、HIV/エイズという脅威
から周辺住民を含む事業関係者を保護す
るために、労働者に検診を義務付け、ま
たコンドーム配布を教育活動と組み合わ
せて人々の行動を変えるような措置を採
ったり、労働者の中からリーダーを育成
し仲間同士の会合の場で保健衛生につい
ての知識を深めるような活動を行ったほ
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国際協力銀行は、2004年12月7日、スリランカ民主社会主義共和国との間で、第36次円借款とし
て、3事業(貧困層に対する教育・保健といった社会セクターに対する支援を目的とした「小規模
インフラ整備事業（II）」、中小企業育成及び企業の環境配慮促進を通じた産業育成を目的とした
「小企業育成事業（III）」及び「環境対策支援事業（II）」)を対象とする、総額266億3,100万円の借
款契約に調印しました。スリランカでは、2002年2月に政府とタミル人反政府組織「タミール・イ
ーラム解放の虎（LTTE）」が無期限停戦に合意して以降、和平構築、復興開発に向けて数々の取
り組みが行なわれています。今次円借款では、全事業において、約20年に及んだ内戦で開発が遅
れている同国北部及び東部を事業の対象地域として含んでおり、2004年度より日本政府が導入し
た「平和の構築支援のための優遇金利」が初めて適用されました。

スリランカ･北東部の畑跡

1. 円借款の意義･役割＜はじめに＞

か、HIV/エイズに対する問題提起や広報
活動を行った。また、これらの活動が関
係者に確実に浸透するよう現地のNGOと
連携して実施した。 この試みの結果、
HIV/エイズ及び性感染症に関する感染経
路や予防手段等が認識され、労働者及び
住民自らがHIV/エイズ感染のリスクから
身を守る能力が強化された。

カンボジア：シハヌークビル港改修事業
（若者へのコンドーム使用を呼びかける看板）

事例：平和構築(スリランカ･北東部支援)
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（注）ユネスコ世界遺産センターは、ユネスコにおける世界遺産条約の事務局として1992年に設置され、世界遺産登録等を行うための世界遺産委員会の開
催、世界遺産保護のための世界遺産基金の運営、各国の世界遺産登録のための技術支援、危機遺産保護のための技術支援といった役割を担う機関。

事例：世界遺産保全への取組

国際協力銀行とユネスコ世界遺産
センター（所在地：パリ）（注）は、
2004年7月6日、世界遺産保護のため
の協力関係強化を目的とした協力協
定を締結しました。世界遺産の保護
は、1972年に採択された「世界遺産
条約」（世界の文化遺産及び自然遺
産の保護に関する条約）に基づき、
国際社会において各国が世界各国の
文化、言語、習慣等の多様性保全の
観点から、協調して取り組むべき課
題であると位置付けられています。
国際協力銀行としても、特に開発途
上国の世界遺産については、その保
護が調和の取れた観光業の発展と地域活性化に貢献し、ひいては途上国の貧困削減に貢献するた
め、これまでも積極的に取り組んできました。
国際協力銀行とユネスコ世界遺産センターは、既にインド「アジャンタ・エローラ遺跡保護・
観光基盤整備事業」や、トルコ「ボスポラス海峡横断地下鉄整備事業」において連携し、それぞ

れ効果的な世界遺産保護のための方策の検討
や、円借款事業が世界遺産に与える影響調査
等に関して共同で取り組みを行っています。
今回の業務協力協定を契機に、両者が保有す
る情報・ネットワークを活用し、より効率的
に、途上国の世界遺産に関する情報を交換す
ることにより、より効果的な同世界遺産の保
護と、世界遺産保護を通じた貧困削減が期待
されます。

インド：アジャンタ･エローラ遺跡保護･観光基盤整備事業

世界遺産委員会

1. 円借款の意義･役割＜はじめに＞
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我が国におけるODAの効果的・効率的な実施に
向けた改革や、国際社会におけるミレニアム開発目
標に向けた取組等から、貧困削減といった開発成果
を重視する考え方(開発成果重視のマネジメント)が
強まっています。他方で、こうした開発成果重視への
取組に当たっては、①そもそも貧困削減に至るまで
のメカニズムが十分には解明されていないこと、②
開発成果等を計測するための統計データが十分には
整備されていないこと、③開発成果に至るまでには
相応の期間を要すること、④ODAは相手国の開発資
金の一部を構成するのみであり、なによりも相手国
の自主性をもった取組により開発成果が達成される
といった状況があることが課題となっています。この
ため、このような課題の下、相手国の開発計画（貧困
削減戦略（PRS）9等）や、我が国政府のODA中期政策
や国別援助計画、国際社会におけるミレニアム開発
目標等を踏まえ、開発成果を一層重視した取組を行
えるよう努めていきます。
開発成果を向上させるためには、開発事業の持

続可能性（サステナビリティー）を確保するとともに、
個々の開発事業がモデルかつ触媒となって、その
分野の政策・制度のあり方に影響を与え、これらを
改善しつつ、相手国内や他の国々への広がりをも
つ反復可能性（レプリカビリティー）を伴うことも求
められます。このため、次の点に取り組みます。
①国別の視点の強化（詳細は5.（1））
②政策・制度改善への取組（詳細は5.（1））
③援助協調･連携の強化（詳細は5.（5））
④案件監理の充実（詳細は5.（7））
⑤評価の充実（詳細は5.（2））

他方で、限られた資源を効率的に活用しながら
開発成果を向上させるという、効率性の視点も重
要となります。このため、相手国や国内、国際社
会での開発パートナーシップの推進を基本として、
相手国の国内資源の投入、政策・制度への建設的
な関与、我が国が有する優れた技術、人材及び内
外の関係者の経験・知見の活用等を通じて、限ら
れた資源の効率的活用を図るよう取り組みます。

7 平成17年2月4日閣議報告。ODA大綱(平成15年8月閣議決定)の下で策定。ODA
大綱のうち、基本方針の一つである「人間の安全保障の視点」、重点課題であ
る「貧困削減」、「持続的成長」、「地球的規模の問題への取組」、「平和の構築」、
そして「効率的･効果的な援助の実施に向けた方策」を取り上げ、我が国の考
え方やアプローチ、具体的取組について記述し、ODA大綱にのっとってODA
を一層戦略的に実施するための方途を示すもの。

8今後5年間程度を目途としたわが国の援助計画・政策を示すものであり、ODA
大綱、ODA中期政策の下に位置付けられ、具体的な案件策定の指針となるこ
とを目指すもの。

9開発途上国が主体となって策定する貧困削減戦略で、援助機関、NGO、民間
セクター等の幅広い参加を得つつ、貧困削減を中心に据えた開発戦略を作成
するもの。なお、PRSとはPoverty Reduction Strategyの略。

我が国政府のODA大綱・ODA中期政策7･国別援
助計画8等及び国内外の状況を踏まえ、我が国経
済・社会との関連への配慮及び我が国の重要な政
策との連携を図ることにより、政策全般との整合

性を確保しつつ、円借款の有効性を高めるべく、
以下の3つの基本的方向に従って円借款を戦略的
に実施します。

（1）開発成果重視の取組

2.基本的方向

グラミン銀行の返済式（バングラデシュ）
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（3）開かれた円借款への取組

円滑かつ適正な業務運営を行うためには、円借
款業務の説明責任や透明性を高めることが必要で
あり、開かれた円借款業務の推進が重要となりま
す。また、このことは、相手国の開発に継続的に
取り組み、開発成果を向上させていくためにも不
可欠なものとなります。このため、情報公開、開
発教育10、評価の充実、広報や国民参加の促進等

に取り組みます。また、開発途上国にとって円借
款の意義や役割が理解されるよう地域住民を含め
た現地広報も重視します。

10 開発教育とは、一人一人が開発をめぐる様々な問題を解決し、望ましい開発
のあり方を考え、共に生きることのできる公正な地球社会づくりに参加する
ことをねらいとした教育活動を指す。

（2）中長期的な取組

開発は相手国の経済・社会の変容を伴う連続し
たプロセスであると同時に、中長期的な取組とな
ります。このため、開発成果を重視した取組に当
たっても、成果が実現するために時間がかかるこ
とを考慮する必要があります。このため、相手国
の開発ニーズの変化等を踏まえ、円借款事業にお
けるプロジェクトサイクルにおいて中長期的視野
を踏まえた案件形成や案件監理といった対応を行
います。

HIV/AIDS予防キャンペーン パキスタン政府職員による日本の中等教育現場視察

フィリピンの子供たち

2. 基本的方向
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①課題
開発途上国の人々が健康で文化的な生活を営め

るようにすることが、国際社会の安定と平和のた
めには不可欠です。しかし、開発途上国では、1日
1ドル未満の所得水準で生活をしている人々が11億
人（2001年）、アジア地域では7億人を超える人々
がいます（参考3）。こうした状況を受け、国際社
会では、2000年9月の国連ミレニアム･サミットを
経て設定されたミレニアム開発目標（MDGs：
Millennium Development Goals）の第一目標として、
「2015年までに1日1ドル未満で生活する人口比率を
1990年と比較して半減させる」としています。
これは貧困を経済的側面から捉えたものですが、

3.重点分野

（1）貧困削減への支援

貧困という状況を社会的･制度的な側面から見ると、
ジェンダー格差があることや開発プロセスへの参
加が不十分であるという問題もあります。貧困層
は、経済危機、紛争、災害、感染症等の外的ショ
ックに対して充分なリスク回避手段を有していな
いことが多く、こうしたショックにより急激な貧
困の悪化を招きかねないという面もあります。
ミレニアム開発目標には、目標2から目標6（参

考2、P.3）のように教育･保健といった社会セクタ
ーに関する目標が多く含まれています。一方で、
例えば、教育･保健サービスを受けるためには、運
輸・通信インフラ整備によるアクセスの改善が必
要となり、医療サービスの質の改善には電力の供

（参考3）開発途上国の貧困状況 

（参考4）農村貧困の分布 

(出所)IFAD Rural Poverty Report 2001

（出所：世銀World Development Indicators 2004） 

地　域 

東アジア・大洋州 

欧州・中央アジア 

ラテンアメリカ・カリブ 

中東・北アフリカ 

南アジア 

サブサハラアフリカ 

合　計 

1990年 

472 

2 

49 

6 

462 

227 

1,219 

構成（％） 

39％ 

0％ 

4％ 

0％ 

38％ 

19％ 

　　－ 

構成（％） 

26％ 

2％ 

5％ 

1％ 

39％ 

29％ 

　　－ 

2001年 

284 

18 

50 

7 

428 

314 

1,101 

1日1ドル未満で生活する人々（百万人） 

表　地域別貧困人口：1990―2001年 

24％　サブサハラアフリカ　 

24％　東アジア 

44％　南アジア 

6.5％　ラテンアメリカ・カリブ海 

75％　農村部における貧困層 
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給が不可欠です。また電力の供給は、薪集めの時
間や家事労働の時間を軽減し、子どもが教育を受
ける機会や女性が社会活動を行う機会を拡大する
等、教育･保健サービスや医療サービスの質の改善
に資するインフラ整備でもあります。このため、
教育･保健のサービスの質の改善という観点から、
効果的なインフラ整備を進めることが必要です。
また、開発途上国における貧困人口の約75％は、

農村部に居住している（参考4）ため、農業部門の成
長と生産的な就業機会の創出を通じた農村貧困の
克服は、格差の是正を含めた貧困削減にとって重要
な課題となっています。加えて、農村から都市へ所
得獲得機会を求めて人口流入が生じており、農村貧
困と都市貧困は密接に関連しているため、スラム化
等の都市貧困問題への対応も課題となります。

②支援の方向性
円借款では、従来から貧困削減への取組を行っ

てきているところですが、ミレニアム開発目標
（目標1から目標6）の達成への貢献の必要性も念頭
に、引き続き貧困削減への取組を強化します。ア
ジアでの開発の経験が示すとおり、経済成長によ
る雇用創出等が生活水準の向上をもたらすことか
ら、貧困削減のためには経済成長が不可欠です。
このため、貧困削減に資する持続的な経済成長へ
の支援を継続します(持続的な経済成長に向けた取
組は｢（2）持続的成長に向けた基盤整備｣にて記述
します)。一方、経済成長の効果が貧困層に着実に
届くための支援もまた重要であり、｢人間の安全保
障｣という視点を踏まえ、貧困層が貧困という脅威
から保護（プロテクション）され、自らが選択･行
動できる能力を発揮（エンパワメント）できるよ
うにする必要もあります。これらの課題を踏まえ、
具体的には、次のとおり貧困削減に取組ます。
＜具体的な取組＞

1）貧困削減への取組に当たっては、円借款は相手
国の開発資金の一部分を構成するのみであるこ
とを踏まえ、貧困層への支援を行うに当たり、モ

デル性が高く、相手国での反復可能性（レプリカ
ビリティー、ある事業の成功が後続事業を誘発す
るようなこと）に資する事業に取り組みます。

2）貧困を形成する要因は、その国の経済構造、政
治、文化、社会、歴史、地理、ジェンダー等の
諸要因が複雑に絡み合っているため、多様な各
国の状況を踏まえつつ、貧困の状況や貧困層の
ニーズ把握に努めます。その一助として、貧困
状況に係るデータ収集の充実･強化に努め、ま
た開発事業が貧困削減に与える効果の測定手法
の開発に努める等、分析手段を充実させること
とします。また、こうした分析を踏まえつつ、
相手国の貧困削減戦略（PRS）の作成過程での
助言等にも取り組みます。

3）貧困層の生活の質を向上させる(教育サービス
や医療サービスの改善等)ためには、教育・保
健に対する直接的な支援を重視するとともに、
運輸･通信･電力・水といったインフラ・ネット
ワークも考慮しつつ、貧困層のサービス･アク
セスを高め生活の質を向上させるようなインフ
ラ支援を重視します。このため、上記2）の分
析を踏まえつつ、貧困層が多く居住している地
域での事業実施（地理的ターゲティング）等、
貧困層が受益者となる（ターゲティング）よう
努めます。また、貧困層が自然災害・経済危機
等の外的ショックに対して脆弱である点を踏ま
え、セーフティーネットの構築といった政策・
制度面での取組に加え、災害リスクへの回避手
段等を講じるべく、防災関連インフラ整備等の
支援を重視します。

4）多くの貧困層を抱える地域における支援、例え
ば農村部での基盤整備（灌漑、農村道路、農村
電化、上下水道施設の整備等）、都市貧困対策
（スラムを含む都市開発、居住環境改善等）、小
規模金融（マイクロファイナンス）等、貧困層
の雇用･所得の機会増大のための支援を重視し
ます。また、こうした支援に当たり、貧困層の
参加にも取り組みます。



15

3. 重点分野

（2）持続的成長に向けた基盤整備

①課題
貧困削減を持続可能なものとするためには、持続的

成長を通じた雇用･所得機会の増加が必要となります。
また、ミレニアム開発目標の目標2から目標6（参考2、P3）
のような教育･保健といった社会セクターに関する目標に
ついても、相手国政府の公共支出が必要となりますが、
そのためには持続的成長を通じた財政強化が基本とな
ります。この持続的成長には民間セクターの役割が重要
となりますが、開発途上国では、こうした民間セクターの
活動基盤となる経済･社会インフラ（運輸･物流、エネル
ギー、情報･通信、潅漑、上下水道等の施設･設備）が
不足しており、その整備が重要な課題となっています。
これら経済･社会インフラが有効に機能し、持続的成
長を遂げるためには、マクロ政策、市場制度、セクター
制度、制度金融といった政策･制度面の役割が重要と
なっています。健全な政策･制度面の整備により投資
環境が整うことで、持続的な民間投資の呼び込み、貿
易活性化にもつながり、持続的成長を促進することに
なります。インフラ整備に当たり、国やセクターによって
は民間部門の役割が強まっており、民間セクターの参
入等を図る、適切な官民パートナーシップ（PPP：Public
Private Partnership）11の構築が重要となっています。
さらに、インフラ整備が幅広い地域や国境を跨いで
効果を発揮する場合もあり、地域全体の発展という
観点(地域公共財としての視点)も課題となります。
持続的成長のためには、インフラ整備に伴う環境社
会面への負の影響を回避又は軽減することが課題と
なっています。また、開発途上国においては、都市部
と農村部との所得水準、生活水準等の地域間格差が
拡大しつつあり、こうした格差の是正は持続的成長に
貢献することが広く知られています。地方分権化とい
った開発途上国側の取組に当たっても、この格差拡
大の問題への配慮が必要となります。

②支援の方向性
これらの課題を踏まえ、円借款では、具体的には、

次のとおり持続的成長に向けた基盤整備に取組ます。
＜具体的な取組＞

1）開発途上国のニーズの高い経済･社会インフラ
（運輸･物流、エネルギー、情報･通信、潅漑、上
下水道等）を引き続き整備し、持続的成長を促
進するための支援を実施します。支援に当たっ
ては、投資環境整備、経済連携（EPA）への貢献、
外貨獲得能力の向上、インフラ支援における官
民パートナーシップ（PPP）等を重視します。ま
た、ネットワーク・インフラ整備のボトルネッ
クと民間部門のニーズに配慮しつつ、民間資
金・OOFとの相互補完･役割分担に努めます。

2）インフラ整備支援に当たっては、支援の効果を向
上させるために、各国の状況を踏まえ、大学等の
研究機関とも連携しつつ、我が国の有する優れた
技術・人材・経験・知見も活用した政策･制度の改
善、運営･維持管理体制の改善に向けて支援を行
います。さらに、相手国のニーズ等の状況に応じ、
IT基盤の整備や、ITを活用した効率的な行政シス
テムや運営･維持管理体制等の構築にも支援を行
うとともに、開発途上国と先進国の情報格差（デ
ジタル・デバイド12）を是正し、開発途上国の持続
的成長を促すため、アジア全域での高度情報通信
ネットワーク社会13構築に積極的に貢献します。

3）地域レベルの貿易･投資の促進は、技術移転の促
進や資金動員を容易にするため、国や地域にまた
がる地域公共財としての広域インフラ整備の支援
も重視します。

11 官民パートナーシップ(PPP：Public Private Partnership)は、政府（公共セクター）
と民間セクターとのあらゆる係わり合いを意味し、伝統的な公共セクターによ
る活動の全部または一部が民間セクターにより担われる事象と定義される。

12 アメリカ商務省が 1999 年に発表した報告書での造語で、情報を持つ者と持
たない者との格差のことを指す。富裕層がパソコン等のデジタル機器を利用
し、情報を得てさらに経済力を高めるため、パソコンを持てない貧困層との
経済格差がますます広がることから、開発の課題となっている｡

13 「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報
通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模
で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的
かつ活力ある発展が可能となる社会をいう(高度情報通信ネットワーク社会
形成基本法第2条)。
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①課題
地球温暖化･酸性雨･生物多様性の減少等の環境

問題、紛争問題、エネルギー問題、食料問題、水問題、
人口問題、災害、HIV/エイズ等の感染症の問題は、我
が国を含む国際社会に重大な影響を及ぼしうるもので
あり、国際社会の安全と繁栄を実現する上での課題と
なるものです。また、最近では、人類共通の遺産とされ
る世界遺産の保全等もまた新たな課題となっています。
中でも、地球温暖化問題は、人の活動に伴って発

生する温室効果ガスにより地球全体としての温度が追
加的に上昇し、自然の生態系及び人類に悪影響を及
ぼすものであり、その予想される影響の大きさや深刻
さからみて、人類の生存基盤に関わる最も重要な問題
の一つとなっています。京都議定書が採択された
COP3（京都会議）の議長国である我が国自身にも、京
都議定書の約束（温室効果ガスを1990年比で6％削減）
の履行にむけた課題が残されています。
経済成長に伴い、産業活動や都市生活から生じる

大気汚染、水質汚濁、廃棄物等の公害の発生や都市
人口の増加等に伴う都市環境の悪化が深刻化してい
ます。持続的成長のためには、インフラ整備に伴う環
境社会面への負の影響を回避・軽減するとともに、環
境改善への取組を通じて、環境と開発の両立を図るこ
とが課題となっています。
また、地震や津波による災害は、2004年12月に発生
したスマトラ島沖大地震及びインド洋津波災害に見ら
れるように、国境を越えたレベルでの被害をもたらすも
のであり、緊急支援（復旧）だけでなく、中長期的な復
興･再開発や再発防止・予防といった各段階に応じた
包括的かつ一貫性のある取組が課題となっています。
さらに、地球規模問題の中でも、紛争問題については
各地で多く発生しており、人 が々「平和の配当」を享受す
るためにも、また、貧困削減・持続的成長を進める前提

として、平和の構築が特に重要な課題となっています。

②支援の方向性
これらの課題に対し、個々の円借款での取組のな
かでの対応を明らかにしつつ、以下を重点として効
果的な支援を進めます。
＜具体的な取組＞
1）地球環境問題に対しては、イ）再生可能エネルギー、
省エネルギーといった温室効果ガスの抑制･削減
（CDM・JI案件の積極的な発掘･推進など京都メカ
ニズム14活用のための支援も含む）、気候変動によ
る悪影響への適応(気象災害対策を含む）等の「地
球温暖化対策」、ロ）自然保護区の保全管理、森林
の保全･管理、砂漠化対策、自然資源管理等の
「自然環境保全」への支援を行います。

2）環境と開発の両立を図るため、インフラ整備に伴
う環境社会面への負の影響の回避・軽減に配慮
するとともに、大気汚染対策、水質汚濁対策、廃
棄物管理等の環境改善･公害防止への支援も重
視します。これらの支援に当たっては、我が国の
環境改善･公害防止に関する技術や経験の積極
的な活用を図り、我が国の地方自治体等との連
携を強化することに努めます。

3）防災関連の支援では、緊急支援（復旧）だけでな
く、中長期的な復興･再開発や再発防止・予防と
いう視点も重視します。これらの支援に当たって
は、我が国の防災に関する技術や経験の積極的
な活用を図り、我が国の地方自治体等との連携
を強化することに努めます。

14 京都メカニズムとは、地球全体の視点から温室効果ガスの抑制を進めるため、
国外での削減成果を自国の数値目標に加算し、その国際取引も可能にするも
ので、1)クリーン開発メカニズム(CDM)、2)共同実施(JI)、3)排出量取引、
の3つの手法がある。

（3）地球規模問題･平和構築への支援

4）経済発展が進んだ国も含めて、格差是正への取組
が重要であり、地方の特性を活かした地方開発
（地方都市における経済･社会インフラ整備、都市

部と地方部の結びつきを強める基幹インフラの整
備、居住環境整備、経済活動（投資）環境の整備、
分権化に伴う制度支援）を重視します。



4）平和構築に当たっては、各国又は地域の政治･社
会･歴史･文化･宗教といった個別状況を十分に踏
まえつつ、イ）紛争のおそれのある国及び紛争後
なお社会が不安定な状況にある国においては紛
争予防･再発防止のための支援、ロ）緊急支援か
らの連続性を踏まえつつ、平和を定着させるた
めの中長期的な復興支援、ハ）地域の安定を念頭
に置いた周辺国支援を重視します。また、受益者
が特定の集団に偏ること等によって生じる紛争の
回避等の予防への配慮も行います。

5）エネルギー、食料、水、人口、感染症といった問
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（4）人材育成への支援

①課題
人材育成は、個々の人間の政治･社会参加や所得

向上を促進するために不可欠であり、開発を支える
幅広い人的資本の確保という点や、またインフラ整備
の効果を向上させるという点から、持続的成長を図
る上での根幹を成すものです。人口を多く抱える開
発途上国においては、こうした人材育成を通じた人
的資本の充実が経済社会発展を遂げる上での大きな
課題となっています。また、教育を通じた人材育成
は、人間の能力を高める（エンパワメント）上での課題
ともなります。
初等･中等教育や基礎的な職業訓練等の普及は、

生活に必要な基本的な知識と技能を学び、雇用機会
を拡大させることを通じて貧困削減を促す上での課
題となります。また、保健や環境に関する基礎的な
教育を通じ、健康状態の改善、人口増加の抑制、環
境保全等の課題に効果的に対応することができます。
さらに、高等教育や、職業訓練を含めた技術教育の
普及は、開発途上国が経済の高度化と国際化への対
応を進める際の課題となるものです。
また、「人材育成への支援」は、他の3つの重点分

野である「貧困削減への支援」、「持続的成長に向け
た基盤整備」及び「地球規模問題・平和構築への支
援」に取り組む際の土台となるものであり、円借款の
支援効果を高めるものです。したがって、教育を通じ
た人材育成のみならず、技術移転や訓練等を通じた

総体的な人的能力の向上（キャパシティ・デベロップ
メント等）が課題となっています。

②支援の方向性
これらの課題を踏まえ、円借款では、具体的には
次のとおり人材育成に取り組みます。
＜具体的な取組＞
1）従来から円借款により留学生、教育プログラム、
校舎建設等の支援を実施してきていますが、引
き続き、初等教育から高等教育、職業訓練等の
人材育成への支援を行います。教育分野の支援
に当たっては、我が国の経験等を活用するため
大学等と連携しつつ、開発途上国の教育制度の
整備･改革等に配慮します。また、本邦への留学
生に対する支援等において我が国に対する理解
の促進への配慮も行います。また、投資環境整
備にもつながる中小企業や情報通信等の様々な
分野における産業人材の育成を支援します。

2）教育以外の支援に当たっても、円借款事業の案
件形成から案件監理までの様々な段階において、
調達、債務管理、評価といった面での技術移転
や訓練等、キャパシティ･デベロップメントを通じ
た人材育成に努めます。

3）また、人材育成の重要性にかんがみ、インフラ整
備等への支援においても、教育サービスの質の改
善という観点に立った効果的な支援を行います。

3. 重点分野

題については、国際的な取組に参加し積極的に
貢献するとともに、引き続き円借款による効果的
な支援に取り組みます。特に、水問題について
は、2006年に開催される世界水フォーラム等での
本行の知見発信に向けて取り組みます。また、
HIV/エイズ等の感染症に対しては、インフラ整備
事業における対応を強化します。

6）世界遺産等の問題については、保存工学といっ
た専門的知見、ユネスコとの協定に基づく連携等
を活用しつつ、遺産保全と開発の両立を踏まえ
た取組を行います。
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(イ)東アジア地域及び東南アジア地域
東アジア･東南アジア地域は、我が国にとり、近隣
諸国として歴史的に緊密な関係を有しているのみな
らず、政治・経済両面において密接な相互依存関係
を有しており、最近では特に自由貿易協定（FTA）
を軸とする経済連携協定（EPA）に向けた動きもあ
り、その相互依存関係が拡大･深化しています。こう
した中、円借款は、同地域の経済発展を支援し、そ
の開発において大きな役割を担っています。今後は、
より効果的な円借款事業を実施するため、資金面で
の協力に加え、各開発途上国との政策対話を通じ、
開発政策の企画立案から実施にいたるまで、より積
極的に我が国の経験・知見を活用しつつ知的協力･
技術支援を行い、同地域全体の持続的成長の実現
と同地域との関係強化に貢献します。
同地域におけるメコン地域は、人口2.5億人を擁す
る開発潜在力が大きい地域です。円借款ではメコン
地域の持続的成長と貧困削減に貢献する広域的な
つながりをもつ支援、経済格差の解消に役立つ支援
を重視します。
①インドネシア
インドネシアは、アジア通貨危機への対応という安
定化の段階から成長の段階へと移行しつつあり、そ
れに不可欠な投資環境整備のための経済インフラ整
備を重点分野とするとともに、既往案件の円滑な実
施を重視します。あわせて、人材育成分野や、財政
の持続性の維持等各種改革の促進への貢献を図り
ます。支援の実施に当たっては、改革の実施状況に
留意します。また、地方分権化の動向を注視しつつ、
他の援助機関と協調し借入国との政策対話を深め
るとともに、地方分権化の下での実施体制強化等に

対する知的協力･技術支援を重視します。また、2004
年12月に発生したスマトラ島沖大地震及びインド洋津
波災害の被災地等において、公共インフラ等の復旧･
復興対策に積極的に取り組むとともに、再度災害を
防止するため、災害に強いインフラ整備を支援しま
す。
②中国
中国は、沿岸部を中心に著しい経済発展を遂げて
います。その一方で、急激な経済成長に伴う地域間
格差の拡大、環境問題・感染症といった我が国にも
直接影響が及びうる問題が発生していることを受け
て、当面の間、内陸部を中心とした環境保全及び人
材育成を重点分野としつつ、案件形成から実施・評
価の段階にかけて、我が国の地方自治体、大学等と
の連携を通じた我が国の経験・知見の活用等、本行
ならではの知的協力・技術支援に取り組みます。
③タイ
タイは、高い経済成長を遂げる一方で、都市環境

の悪化への対応、地域間格差・所得格差の是正、人
材の育成という課題を抱えています。こうした状況か
ら、環境改善を含めた都市機能の整備、地方開発の
促進、人材育成を重点分野とします。こうした支援に
当たっては、地域住民、利害関係者との合意形成に
十分留意するとともに、これらの点についての配慮
をタイ政府や事業実施機関に促します。また、地方
開発等に対する知的協力･技術支援を重視します。
④フィリピン
フィリピンは、貧困削減を目標とし、持続的成長と
地域間格差是正に取り組んでいます。これを踏まえ、
成長の制約要因となっている経済インフラ、具体的
には、電力分野や運輸部門の改善支援等、防災を含

円借款による支援対象地域としては、我が国と地理
的･歴史的･経済的その他あらゆる面で特に緊密な関
係を有しており、我が国の安全と繁栄に大きな影響を及

ぼし得るアジア地域を引き続き重点地域とし、ODA大
綱、ODA中期政策、国別援助計画等を踏まえつつ、地
域･国別方針に従って重点的に支援を行うこととします。

（1）アジア

4.重点地域及び地域･国別方針
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4. 重点地域及び地域・国別方針

む環境保全対策への支援、農業・農村開発等に代表
される貧困削減・格差是正策を重点分野とします。
また、人材育成への支援も重視します。こうした支援
に当たっては、既往案件の適切な監理を行うととも
に、ニーズの精緻な把握に努め、現地事情に精通し
た現地NGOとの連携を推進します。また、地方分権
化の推進等、新たな制度づくりに対する知的協力･技
術支援を重視します。
⑤ベトナム
ベトナムは、国際経済への統合も踏まえた金融セ

クター改革、国有企業改革等による市場経済化の推
進、近年の経済成長下で拡大する所得格差の是正、
一層の貧困削減、環境問題への対応等の開発課題
を抱えています。こうした課題への取組を促すため、
「民間セクター振興を念頭に置いた持続的経済成長
と国際競争力強化」及び「地域間格差是正・貧困削
減・生活改善」を支援の両軸とし、横断的課題であ
る「政策・制度改善」、「経済インフラ整備」、「環境対
策」及び「人材育成」への支援を重点分野とします。
また、支援に際しては、他ドナーとの協調や我が国
及び現地ステークホルダーの幅広い参加等、開発パ
ートナーシップの促進を図ります。
⑥マレーシア
マレーシアは、中進国と位置付けられていますが、
持続的な発展を続けるためには、急速な経済成長に
伴って生じた歪みの是正に十分対応していく必要が
あります。本行は、そのような課題に対し、環境改善、
所得格差是正、及びこれらに資する人材育成等を重
点分野とします。こうした支援に当たっては、事業の
環境・社会への影響についての配慮、利害関係者と
の対話等をマレーシア政府や事業実施機関に促しま
す。また、人材育成等に対する知的協力･技術支援
を重視します。
⑦モンゴル
モンゴルは1990年に民主化、市場経済化への道を
歩み始めましたが、社会主義国家時代に有した市場
の喪失、輸出を支える鉱物資源や農畜産物等の一次
産品の国際価格低迷等により国内経済は依然として

低い水準にあり、首都ウランバートルと地域間の経済
格差も拡大しています。こうした中、産業振興支援及
び産業振興に不可欠な経済インフラの整備を重点分
野とします。その際、持続的成長を通じた貧困削減
を目標に市場経済を担う制度整備、人材育成、地方
経済の底上げ及びセクター改革のための知的協力･
技術支援にも取り組みます。
⑧カンボジア
カンボジアは、1991年のパリ和平合意以後、1997

年には政治的対立による武力衝突が発生したもの
の、現在は安定した経済成長を維持しています。他
方、2004年にはWTO加盟を果たし、これにより国際
経済への統合が益々進みつつあります。こうした中、
首都プノンペンとシハヌークヴィルを中心とする地域
を成長回廊地域として位置付け、同地域における民
間経済活動の活性化のためのインフラ整備及び政策
制度改善、また、同国の貴重な外貨収入源である観
光産業の持続的な発展に資する基盤整備を重点とし
た支援を実施します。その際、メコン地域開発の観
点から広域的な広がりを持つ支援を重視するととも
に、アジア開発銀行（ADB）・世界銀行や我が国の技
術協力･無償資金協力等、民間セクターとの幅広いパ
ートナーシップによる支援を図ります。
⑨ラオス
ラオスは、1986年に改革開放政策を採用し、近年
は安定的な経済成長を実現しています。こうした中、
インフラ整備及び政策・制度改善を通じ、民間投
資・貿易や観光開発を促進し、外貨獲得・節約や政
府の歳入増加に資する支援、インフラの効果的利用
に資する支援を実施します。その際、メコン地域開
発の観点から広域的な広がりを持つ支援を重視する
とともに、アジア開発銀行（ADB）・世界銀行や我が
国の技術協力･無償資金協力等、民間セクターとの幅
広いパートナーシップによる支援を図ります。

(ロ)南西アジア地域
南西アジア地域は5億人を超える世界最大の貧困

人口を抱えており、MDGsの達成に向けた努力が重
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要となるとともに、エネルギー、食料、水資源、環境
等のグローバル・イシューに大きなインパクトをあた
える重要な地域です。また、インド洋が我が国に不可
欠なシーレーンであること等にかんがみても、様々な
宗教がひしめく同地域の開発と安定は重要です。既
にアセアン全体を上回る中間層を抱え、巨大な新興
市場を形成しつつある同地域の国際経済上のプレゼ
ンスも高まってきています。さらに、同地域では人口
約14億人の非常に大きな潜在的市場を有しているの
に対し、電力･運輸等の経済インフラの未整備等を起
因として、直接投資は相対的に低い水準にとどまって
いることから、民間活動の活発化及び投資促進が課
題となっています。加えて、2004年12月に発生したス
マトラ島沖大地震及びインド洋津波災害の被災地等
における復興支援等も課題となっています。このた
め、同地域の貧困削減、持続的成長、地球規模問題
への対応の支援を強化していくとともに、知的協力･
技術支援を通じて同地域と我が国の交流促進にも努
めます。
また、スリランカ、アフガニスタン等における平和

の定着は同地域の安定に大きく貢献するものであり、
平和構築・復興支援に努めていきます。なお、事業
実施に当たっては、各国との対話を通じて、政策･制
度改善に対する知的協力・技術支援を重視します。
①インド
インドは、世界の貧困人口の約3分の1が集中し、

膨大な開発需要を抱えており、また、地域間格差も
拡大する傾向にあり、インド政府は衡平かつ持続可
能な成長を第10次5ヵ年計画の目標に掲げています。
これらを踏まえ、同国への円借款業務においては、
持続的な成長を通じた貧困削減を図ることを目標と
し、経済インフラの整備、貧困層が裨益する地方開
発、環境問題への対応を重点分野とします。これら
の支援に当たっては、組織・人材の能力強化や政
策・制度改善等の知的協力･技術支援に努め、国際
機関との連携とともに、我が国企業、地方自治体及
び大学等が有する経験・知見の提供を図り、円借款
事業を日印交流の重要なツールとして活用するよう

努めます。
②パキスタン
パキスタンは、1億4800万人もの人口を有する大国
であり、穏健なムスリム国家として地域・国際社会の
安定に重要である一方、貧困削減、経済成長の加速、
ガバナンスの改善といった開発課題を抱えておりま
す。このため、人間の安全保障の確保と人間開発、
健全な市場経済の発達、バランスの取れた地域社
会・経済の発達に資する分野を重点分野とします。
こうした支援に当たっては、分野横断的なイシューと
して、ジェンダー、環境、ガバナンスに十分配慮しつ
つ、我が国の経験・知見を積極的に活用するととも
に、知的協力･技術支援に取り組みます。
③バングラデシュ
バングラデシュは近年一定の経済成長を達成して

いるものの、依然として大規模な貧困層を抱え、貧
困削減が最大の課題となっております。MDGsの達
成を視野に、所得向上、経済成長促進のための基幹
経済インフラ整備支援、より直接的な貧困削減策に
資する農業・農村開発支援を重点分野とします。支
援に当たっては、ガバナンス問題への取組に配慮す
るとともに、政府との政策対話の強化や、我が国の
技術協力･無償資金協力等、国際機関及びNGOとの
連携強化を図ります。なお、事業の形成、実施に当
たっては知的協力・技術支援とともに、政策制度改
善コンポーネントの組込みに努めます。
④スリランカ
スリランカでは2002年に約20年に及んだ民族紛争

の停戦が合意されており、平和の定着、紛争により
破壊された北・東部の復興、持続的経済成長、貧困
削減が重大な課題となっております。このため、平
和構築支援、地域や民族のバランスを考慮した北・
東部を中心とした復興支援、民間主導による持続的
経済成長を目的とした経済インフラ整備、産業育成、
貧困層への支援を重点分野とします。その際、他ド
ナーとの援助協調、NGOとの連携強化を通じた住民
参加の促進、現地機能の活用等を通じて支援の効率
性・持続性の更なる向上を図ります。また、電力・運
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輸等重点セクターを中心に、プロジェクト型及びプロ
グラム型支援を通じた政策・制度改善及び知的協
力・技術支援による政策制度改善を積極的に行いま
す。また、2004年12月に発生したスマトラ島沖大地震
及びインド洋津波災害の被災地等において、公共イ
ンフラ等の復旧･復興対策に積極的に取り組むとと
もに、再度災害を防止するため、災害に強いインフ
ラ整備を支援します。

(ハ)中央アジア・コーカサス地域
域内の平和と安定が、ユーラシア、ひいては国際

社会全体の安定と繁栄にとり極めて重要であるとの

認識の下、我が国政府も関係強化を図っている中央
アジア･コーカサス地域においては、老朽化した経済
社会インフラの更新・整備、市場経済化に伴う所得
格差・都市と農村の格差等の負の影響の克服、貧困
削減等が重要課題です。内陸地域であることや自然
環境の厳しさ等の制約にかんがみ、水やエネルギー
の有効活用、運輸基盤の効率化、市場経済化に対応
する人材育成を重点分野とします。支援に当たって
は、国際機関等とも協調しつつ、政策や制度、運営
組織の改善・強化等への知的協力･技術支援や、地
域協力の推進に配慮します。

（2）中近東･アフリカ･中南米･欧州

(イ)中近東地域
中近東地域全体の安定は、エネルギー輸入依存度
の高い我が国にとって極めて重要な課題です。また、
同地域は国際社会全体の平和と安定の観点からも重
要です。このため、高失業率といった社会不安定化
につながる問題に取り組むべく、各国の事情に応じ
て、貧困削減や持続的成長に向けた経済・社会イン
フラ整備を重点分野とします。これに加え、同地域
では政治経済情勢等不安定要因もありますが、イラ
クに対する支援を積極的に進める等社会的安定と
平和の定着に向けて中長期的な復興支援に重点的
に取り組んでいきます。また、こうした支援に当たっ
ては我が国の技術協力･無償資金協力等や国際機関
等との連携も重視します。

(ロ)アフリカ地域
サブサハラ・アフリカ諸国の多くは、極度の貧困、

重債務、経済規模の小ささ、投資環境の未整備等の
開発課題に加え、脆弱なガバナンス等の構造課題や
頻発する国内紛争問題を抱えています。このような
状況を踏まえ、円借款による支援は、サブサハラ・ア
フリカ経済の中で重要な位置を占める南部アフリカ

地域を中心に、債務返済能力とガバナンスが比較的
良好な国に対して重点的に行い、対象分野としては、
国境を越えた広い地域に裨益する経済社会インフラ
整備、民間セクター及び農業セクター開発等を重点
とします。他方、債務返済能力の低い国に対しては
行財政管理能力等の強化に資する技術支援を重点
的に行います。また、ポストコンフリクト国支援の可
能性も模索します。こうした支援に当たっては、国際
機関･二国間援助機関、地域開発銀行、JICA等との
連携・協調を進め、本行支援の比較優位に基づく支
援を行っていきます。
北アフリカ諸国は、欧州及び中東地域との密接な
経済関係のもとにアフリカ諸国の中でも安定的な発
展を遂げており、アラブ地域の安定にも貢献してい
ます。これらの国は、堅実な政策運営を行っていま
すが、各国とも投資環境の整備、産業競争力の強化
への対応といった開発課題を抱えています。このた
め、投資環境整備を含む経済社会インフラ整備、産
業育成、環境問題への対応等を重点分野とします。
①モロッコ
モロッコは、投資環境の整備、産業競争力強化を国
の優先課題とし、また従来から希少な水資源の開

4. 重点地域及び地域・国別方針
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発・管理、地域間格差是正を開発課題としています。
このため、運輸、電力、上下水、観光等の経済社会
インフラ整備、人材育成、環境問題への対応等を重
点分野とします。こうした支援に当たっては、国際機
関及び他国の二国間援助機関との連携・協調を進め
ます。また、再生可能エネルギー分野等での知的協
力･技術支援を重視します。
②チュニジア
チュニジアは、投資環境の整備、産業競争力の強
化を国の優先課題とし、従来からの希少な水資源の
開発・管理、さらに環境保全の強化を開発課題として
います。このため、運輸、上下水、観光等の経済社
会インフラ整備、中小企業支援、人材育成、環境保
全への対応等を重点分野とします。こうした支援に当
たっては、国際機関及び他国の二国間援助機関との
連携・協調を進めます。また、産業競争力の強化の
ための知的協力･技術支援を重視します。
③エジプト
エジプトは、中近東・アフリカ地域と周辺地域の安

定・発展のために重要な役割を果たす一方、持続的
な経済成長、貧困削減、失業対策、地域間格差是正、
環境保全といった開発課題を抱えています。このため、
経済・社会基盤整備、産業育成、雇用機会創出、貧困
削減、環境問題への取組を重点分野とします。こうした
支援に当たっては、他ドナー等との協調、我が国の技
術協力･無償資金協力等との連携等を重視します。

(ハ)中南米地域
中南米地域では、アマゾン等での貴重な生態系破
壊や都市における大気汚染、水質汚濁等が深刻化し
ており、環境保全のための事業に対する支援を重視
します。また、同地域においては依然として国内に
おける地域間の経済格差や所得格差が大きく、それ
らを是正するための経済社会インフラ整備、人材育
成、雇用・治安の回復、貧困削減に対する支援を重
視します。さらに、同地域では、地域統合を推進する
ことが今後の経済社会発展の鍵であると考えられる
ことから、地域統合イニシアティブに対する支援を重

視します。こうした支援に当たっては、各国固有のニ
ーズや実情、地域統合の動向を考慮しつつ、国際機
関、二国間援助機関やその他のステークホルダーと
の連携・調整を図るとともに知的協力・技術支援にも
積極的に取り組みます。
ペルー
ペルーは、経済・財政再建に積極的に取り組んだ
成果が現れ、マクロ経済は良好な状況にありますが、
貧困層は依然として人口の半分以上を占め、特に山
岳部、アマゾン地域、さらにはリマ市等都市周辺にお
いて深刻な問題になっています。財政再建の下で公
共投資が抑制され、民間投資も伸び悩む中、インフ
ラ整備資金が不足している点を踏まえ、引き続き経
済インフラに対する支援を継続するとともに、都市部
での上下水道整備や地方のコミュニティレベルでの
社会開発支援等、貧困層の生活状況を直接的に改善
する事業にも取り組んでいきます。またペルー政府
が重点を置いている民活導入や地方分権化を円滑
に進めるための支援を行っていきます。事業の実施
に当たっては、世界銀行や米州開発銀行等とも十分
な連携を図り、ペルー政府との対話等を通じ、きめ
の細かい案件監理を行っていきます。

(ニ)欧州地域（中東欧地域）
欧州地域は、EU拡大に伴い、世界経済の中での

同地域の重要性が増す中、我が国にとっても、EU周
辺国との関係強化、また旧紛争地域の政治的安定が、
より重要となっています。同地域において、比較的
市場経済移行が進んだ国ではEU加盟に向けた制度
改革や貿易・投資促進に資する経済社会インフラ整
備、また旧紛争地域では平和構築を側面支援する域
内インフラ整備等が優先課題となります。このため各
国の状況や政策を踏まえつつ、上記インフラの整備
及び地域共通の優先課題である環境対策を重点分野
とします。これら支援の実施においては、EUや世界
銀行、欧州復興開発銀行等の国際機関と緊密な連携
を図り、また特に旧紛争地域では民族問題や経済格
差等に十分配慮することとします。

4. 重点地域及び地域・国別方針
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今後の業務運営に当たっては、特に、以下の事項に配慮します。

(1)政策･制度改善への取組と現地機能の強化

開発途上国の開発ニーズは、各国の経済発展段
階・社会経済体制や歴史・宗教・文化的背景や自
然環境等により異なります。相手国が開発成果を
向上させるためには相手国のオーナーシップがな
によりも重要であるため、開発途上国との交流を
通じ蓄積されてきた知見に基づいて、こうした各
国の多様性を踏まえた分析（国別調査等）を十分
に行います。また、相手国の貧困削減戦略（PRS）
に沿った相手国の開発計画や、それをサポートす
る国別援助計画に明確に位置付けられた事業を実
施し、支援における国別の視点を強化します。
開発成果の向上のためには、開発事業の効果が

持続的に発現することが必要であり、政策・制度
の果たす役割が重要なものとなります。円借款業
務を効果的･効率的なものとし、持続可能な開発を
実現するため、開発途上国の案件の形成、実施の
面も含めた政策・制度の改善のための努力を支援

します。かかる政策･制度改善への取り組みに当た
っては、国毎の開発政策や経済社会状況をきめ細
かく把握し、各国の開発ニーズや我が国の他の援
助スキームとの連携を含め援助需要を適切に把握
することが必要となります。このため、①国別･セ
クター別分析の充実と政策対話の強化、及び相手
国の政策･制度立案能力の育成、②プロジェクト支
援やプログラム支援によるセクター面等における
政策・制度ガバナンスの改善、③有償資金協力促
進調査（SAF）15や開発政策・事業支援調査（SADEP）16

等による知的協力・技術支援の実施、④調達監理
や債権管理等を通じた相手国の事業実施運営能力
（調達監理能力、債務管理能力等）の育成等に取り
組みます。また、現地ODAタスクフォース17への積
極的な参加、現地関係者や国際機関等の他ドナー
との幅広い対話等による現地機能の強化とともに、
東京と現地との連携強化に努めます。

（2）評価の充実（開発成果重視）

円借款業務の効果的かつ効率的な実施を図ると
ともに、国民に対する十分な説明責任を果たすた
め、国際的基準に基づき、定量的な指標を活用し
た事前から事後までの一貫した評価を実施してい

きます。すなわち、事後評価については、全事業
について、外部評価者による段階評価を含む評価
結果と、開発途上国の有識者からの第3者意見の公
表を続けます。今後、評価体制をより充実させる

15プロジェクトサイクルに沿って、円借款事業の案件形成支援、調達実施支援、事
業実施支援、完成案件の事業効果の持続もしくは一層の発現の支援を目的とし
てJBIC が専門家（コンサルタント等）を雇用・派遣して実施する調査業務。SAF
とはSpecial Assistance Facilityの略であり、種類としては次のものが挙げられる。
‐プロジェクト形成の支援を目的とする「案件形成促進調査（Special Assistance
for Project Formation: SAPROF）」
‐実施中プロジェクトの事業目的の達成や円滑な実施の確保等を図ることをも
目的とする「案件実施促進調査（Special Assistance for Project Implementation: SAPI）」
‐完成後プロジェクトの事業効果を持続させ、又は、一層高めていくことを目的
とする「案件効果促進調査（Special Assistance for Project Sustainability: SAPS）」
‐プロジェクトの調達手段の促進と公平性や透明性の確保を目的とする「調達

実施支援調査（Special Assistance for Procurement Management: SAPMAN）」

16開発途上国の政策等につき提言を行うための知的協力･技術支援を目的とする
もので、JBIC がコンサルタント等の外部専門家を雇用して実施。なお、SADEP
とは、Special Assistance for Development Policy and Projectsの略。

17現地における日本の限られた人的リソースを効率的に活用するため、在外公館
を中心にJICA・JBIC等の現地事務所を主要なメンバーとして、2003年度から導
入されているもので、2004年7月時点で64カ国において設立されている。相手
国政府との現地ベースでの政策協議、国別援助計画の策定・見直しのプロセス
への関与、現地援助コミュニティーとの連携などの取組を行っている。

5.配慮すべき事項
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可能性に十分配慮します。また、開発途上国政府の
キャパシティ・デベロップメントの一環として、将来的
な国際金融市場への参加も念頭に、セミナー・研修
や有償資金協力促進調査（SAF）を実施する等、債
務管理能力向上のための支援も継続します。

18 重債務貧困国(HIPCs：Heavily Indebted Poor Country)とは、国際通貨基金
(IMF)および世界銀行により認定された、貧しく重い債務を負っている開発
途上国のことを指す。アフリカを中心として42カ国が認定されている。

19 HIPCsイニシアティブとは、1996年に国際通貨基金(IMF)･世界銀行が提唱し、
各国政府によって合意された重債務貧困国を対象にした債務救済スキームを
指す。一定の要件を満たした貧困国について、債務負担を持続可能な水準に
まで引き下げることを目的とする。1999年のケルンサミットで、HIPCsイニ
シアティブをさらに改善･拡充し、「より早く、より広く、より深い」債務救
済を行うスキームとして「拡大HIPCsイニシアティブ」を合意している。

開発途上国が持続可能な経済・社会の発展を実
現するためには、環境配慮・社会配慮を図ること
が必要です。このような観点から、国際協力銀行
では「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガ
イドライン」を策定しており、これに基づき、全
ての新規案件について社会面を含む環境審査を行
い、その結果を公表しております。引き続き、円
借款の実施に当たっては、環境や社会面での十分
な配慮が確保されるよう、同ガイドラインに基づ
く手続きをとるとともに、開発途上国政府や事業

実施機関に適切な環境社会配慮や利害関係者との
対話等を促します。また、貧困層、少数民族等の
社会的弱者への配慮の一層の充実に努めます。
特に、開発途上国の女性は、貧困層に多く含ま

れること、就業機会や教育･保健医療サービス等
へのアクセスが制限されやすい立場にあること等
を踏まえ、男女共同参画の視点を重視し、男女が
ともに開発へ積極的に参加し、開発による受益を
確保できるよう十分配慮するとともに、女性の地
位向上に資する取組も行います。

（3）環境社会配慮･男女共同参画

重債務貧困国（HIPCs18）問題といった債務問題の
顕在化等により、相手国における債務持続可能性が
問われることが多くなっています。その場合、債務自
体が問題なのではなく、債務として受け入れた資金
自体が生産的に有効に利用され、将来的な成長によ
って債務返済が可能となるかどうかが重要です。特
にHIPCsイニシアティブ19から卒業した国に対する円
借款の供与に当たっては、モラルハザードの観点の
みならず、債務資金の有効利用の観点からも十分に
検討する必要があります。
このため、円借款の供与に当たっては、マクロ経

済調査等の充実により、経済の発展状況や財政状況
等に加え、当該国の債務負担能力を含めた債務持続

（4）債務状況への取組

べく、事業計画の妥当性、有効性に着目して検証
を行う「中間レビュー」、円借款事業の有効性、イ
ンパクト、持続性等について検証を行う｢事後モニ
タリング｣の試行的な導入を進めます。こうした評
価結果から得られる経験･教訓を、開発途上国を含
め幅広く共有することで開発事業の改善を図って
いきます。

また、大学等との連携による外部の知見活用や、
成果の測定･分析に関する新たな評価手法の導入
等、評価の質の向上に取り組みます。さらに、開
発途上国との合同評価等を通じて、開発途上国の
オーナーシップ強化と評価能力向上を図り、長期
的には開発途上国自身による評価を目指します。
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5. 配慮すべき事項

開発パートナーシップは、国内外の経験・知見の動
員により円借款の有効性を高めるだけでなく、外部リ
ソースの活用により円借款の効率性を高めるものとな
ります。このため、国内の民間部門や、NGO、大学、
地方自治体等の関係者が円借款業務に参加し、その
技術や知見をいかすことができるよう連携を強化する
必要があります。また、開発途上国をはじめとして、海
外における同様の関係者とも連携を図る必要があり
ます。このため、これら関係者との開発パートナーシッ
プを深化させるべく、次の点に配慮します。

①相手国関係者とのパートナーシップ：開発を担うの
は相手国であり、相手国のオーナーシップの下に、開
発パートナーシップを深めます。相手国政府関係者と
の幅広い対話に加え、相手国の経済活動の環境整備
(外国企業にとっては投資環境整備にもつながるもの)
を的確に支援するために、相手国の民間部門・企業
との協調に努めます。さらに、相手国の地域社会の状
況及び地域住民のニーズを的確に把握し、これにき
め細かく対応するため、地域住民・NGO・大学といっ
た相手国の市民社会との協調に努めます。

②本邦関係者とのパートナーシップ（我が国の経験と

知見の活用）：我が国は、急速に欧米諸国の経済水準
に達した経験を有するとともに、経済成長の過程では
公害問題を克服し、地域の環境教育の推進といった
経験を有しており、経済政策・産業政策・環境政策と
いった政策･制度面、環境技術・防災技術といった技
術面、環境教育面等での豊富な経験・知見を蓄積し
てきています。また、併せて最先端の技術を含む高
度な優れた技術を保有しています。こうした経験・知
見を活用した支援を行うべく、次の点に配慮します。
1）JICAとの連携：我が国の経験・知見を活用するた
めには、技術協力等を通じてこれらを体系的に蓄
積しているJICAとの連携（例えば、連携専門家や
連携F/S等）を一層強化する必要があります。また、

無償資金協力ともあわせた有機的連携の促進が必須
であり、現地ODAタスクフォース等を活用しつつ、具
体的な連携モデル案件の形成に努めます。
2）民間部門との連携：我が国の民間部門（コンサル
タントを含めた本邦企業等）には、欧米諸国へのキ
ャッチアップの過程を通じ、開発途上国にとっても
活用しやすい有益な経験・知見が豊富に蓄積され
ていることに加え、最先端の技術を含む高度な優
れた技術も保有しています。このため、本邦技術
活用条件（STEP）制度20や有償資金協力促進調査
（SAF）の活用等を通じて、我が国の民間部門の経
験・知見を積極的に活用します。さらに、JETROや
経済団体との意見交換等を通じ、投資や貿易に関
する経験･知見を活用するとともに、官民パートナ
ーシップ（PPP）に留意します。

20 我が国の優れた技術やノウハウを活用し、途上国への技術移転を通じて我が
国の「顔の見える援助」を促進するため、平成14年7月1日より適用されてい
る優遇貸付条件。対象分野としては、公害防止技術や省エネルギー技術等で
ある。なお、STEPとは、Special Term for Economic Partnershipの略。

3）NGO・大学・地方自治体との連携：我が国の
NGO・NPOには開発途上国の地域住民に密着し
た支援の経験・知見が蓄積されつつあります。ま
た、我が国の地方自治体には、公害問題への対
応や環境教育、上下水道等の整備･運営等の経
験・知見が蓄積されており、我が国の大学等の研
究機関には、開発分野全般にわたる理論面・実証
面に関する経験・知見が蓄積されつつあります。
このため、有償資金協力促進調査（SAF）等を通
じて、これらNGO・大学・地方自治体の経験・知
見を積極的に活用します。

③国際社会でのパートナーシップ：開発課題が多様
化し、また援助協調・調和化が進展する中で、世界銀
行、国際通貨基金（IMF）、アジア開発銀行、米州開
発銀行21、アフリカ開発銀行22、欧州復興開発銀行23と
いった国際金融機関、UNDP24、UNESCOといった国
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連機関や、開発援助委員会（DAC）25等を擁する
OECD、そしてアメリカ、ドイツ、フランス、イギリスとい
った外国の二国間援助機関とのパートナーシップを
一層推進する必要があります。このため、こうしたパ
ートナーシップの下で知的連携を進め、本行が開発
分野で蓄積した経験・知見を国際社会に対して発信
することに努めます。

21 IDB（米州開発銀行: Inter-American Development Bank）。中南米諸国の経済社
会開発の促進を目的とした、ワシントンに本部を置く国際開発金融機関として、
1959 年に設立されました。業務内容は融資を中心として、贈与や技術協力など
も実施、融資対象は主に鉱工業、農業、上下水道、住宅、運輸、電力、教育な
ど、多岐にわたる。

22 AfDB（アフリカ開発銀行：African Development Bank）。アフリカ諸国の持続的
な経済･社会開発の推進を目的とした、チュニス（チュニジア）に本部を置く（正
式な所在地はコートジボワールのアビジャン）国際開発金融機関。1964年に設立
されて以来、地域に密着した支援を行ってきており、アフリカ開発銀行（AfDB）
は準商業ベースで、アフリカ開発基金（AfDF）は特に貧しい国々に対し、より緩
やかな条件で貸付等を行っている。

23 EBRD（欧州復興開発銀行：The European Bank for Reconstruction and
Development）。1989年のベルリンの壁崩壊で加速化された中東欧諸国における
民主主義、市場経済への移行を支援するため、1991年に設立（本部はロンドン）。

24 UNDP（国連開発計画：United Nations Development Programme）。UNDPは国
連の諸機関の中で開発全般を担当する主導的機関で、国連システムにおいて世
界最大のネットワークを有している。毎年、「人間開発報告」を発表しており、国
際援助潮流の形成に影響力を持つ。また、MDGs達成に向けて国際社会の牽引
役を果たしている。

25 Development Assistance Committeeの略。OECDの下部組織で、主として援助の
量的拡大、質的向上について援助供与国側の意見交換を行う。1961年に創設
され、現在、日本も含む先進22カ国と欧州委員会が加盟している。

（6）国民の理解・広報の強化

円借款業務への国民の理解を得るためには、円
借款業務の実施や評価に関する情報を、幅広く、迅
速に公開し、十分な透明性を確保するとともに積極
的に広報することが重要となります。このため、マ
スメディアを通じた情報提供、国際協力に関するシ
ンポジウム等各種広報企画の実施等による国内広
報を通じて、分かり易い形で情報提供を行うととも
に、国民が円借款業務に接する機会を作ります。
同時に、円借款の意義や効果について、借入国

の国民からも理解を得ることが重要であり、また相
手国政府と相手国国民との間の信頼を強化するこ
とは開発成果の円滑な発現に必須であるため、借
入国政府及び実施機関等の協力を得つつ、現地広
報の強化も積極的に行います。また、調査研究成
果等を含め、国際社会に対する情報発信の強化に
も努めます。
また、国民各層による援助活動への参加や開発

途上国との交流を促進するため、十分な情報を提
供するとともに、国民参加型援助促進セミナー26や
提案型調査27等を通じて、国民からの意見に耳を傾
け、円借款業務に関する提案を得るよう努めます。
さらに、開発教育･インターンシップは、円借款業務
を含む国際協力への理解を促進するとともに、将来
の国際協力の担い手を確保するためにも重要であ
るため、小・中・高等学校や大学と連携しつつ開発
教育･インターンシップへの取組に努めます。

26 国際協力に関心をもつ地方自治体、NGO、大学、民間企業など、日本の団
体が円借款業務をよりよく理解し、JBICとの連携可能性を知る機会となるよ
う実施しているもの。

27 円借款の対象分野の拡大に伴い、円借款プロジェクトに関して、様々な角度
からの分析が重要となっているが、本調査は、JBIC が提示した課題やテー
マ（IT 支援、地球環境保全等）に対して、優れた知見を有した諸団体から
提案を受け、実施するもの。これをもとに、JBIC にて選定した提案団体が
調査を実施することにより、途上国支援業務の中に、新たな知見・アイデア
を加え、円借款事業の案件形成を目指す。

平成16年度国民参加型援助促進セミナー現地視察（ベトナム）



5. 配慮すべき事項

（7）適正な業務運営

円借款業務においては、以下の措置等を通じて、
適正な業務運営を図ります。
1）海外経済協力業務実施方針の評価・モニタリング
等：本海外経済協力業務実施方針に基づき業務
を着実に実施するため、本実施方針における分
野・地域についての取組をさらに掘り下げるよう
努めるとともに、業務実績の評価・モニタリングの
結果を業務に反映させていきます。

2）適正な調達等：質や価格面において適正かつ効
率的な調達が行われるよう努めます。法令、規程
及びガイドラインを遵守し、不正行為等に対して
は断固たる措置をとることを含め、実施の適正を
確保します。

3）適正な案件監理：開発成果が向上するためには、
既往案件が適切に効果を発現することが必要で
あり、またミレニアム開発目標（MDGs）への貢献
を強化するためには、既往案件の効果が速やか
に発現することが必要となります。このため、相
手国との案件監理を巡る対話を充実させ、的確
な情報収集を図り、現地機能を強化するとともに、
東京と現地との連携強化に努めます。また、調査
業務等を活用しつつ案件監理の充実に努めます。

4）援助関係者の安全確保：援助関係者の生命及び
身体の安全の確保は、ODA実施の前提条件であ
り、我が国政府と十分な連携を図り、安全関連情
報を十分に把握し、適切な対応に努めます。

（8）財務リスク等への配慮

従来から、信用リスクへの対応として借入国に
関する信用力等の評価を行い、金利リスク28への対
応として将来の資産・負債構造と損益状況を把握
するとともに、資金調達にあっては出資金を受け
入れております。今後とも、国民負担の増加を抑
制する観点から、これらのリスク管理とともに、
資金調達29コストの変化に応じて機動的に金利改訂
を行うこと等を通じ、適切な損益水準の確保に努
めます。
また、特殊法人等整理合理化計画30に沿って引き
続き適切に取り組みます。

28 ODA は長期・低利の貸し付けであることから、市場金利が上昇し、財政融
資資金の調達コストが上昇した場合、返済される金利より資金調達に必要な
金利のほうが高くなり、損失を被ることがある(水準のミスマッチ)｡また、
JBICから開発途上国への貸付期間と、JBICが日本政府から借入を行う期間の
相違（期間のミスマッチ）もあり、これらを併せて金利リスクという｡

29 JBICは一般会計から出資金を受け入れる他、日本政府からの借入も行ってい
る。JBIC は2000年度まで、財務省（旧大蔵省）資金運用部から財政投融資
資金を借り入れてきた。しかし2000年5月24日に、「資金運用部資金法等の一
部を改正する法律」が国会において成立し、2001年4月1日から財政投融資制
度の改革（従来の財政投融資システムの根幹であった郵便貯金、年金積立金
について資金運用部に対する全額預託義務を廃止し、真に必要な額について、
財投債によって市場から調達することとする等の転換）を受けて、2001年4
月以降、財政投融資資金に代わり、財政融資資金を借り入れている。

30 特殊法人等改革の一環として、2001年12月に閣議決定されたもの。同計画は、
163の特殊法人及び認可法人を対象に、事業及び組織形態の見直し内容を個
別に定めるとともに、各特殊法人等に共通的に取り組むべき改革事項につい
て掲げている。
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